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2018年度末まで、商標登録の審査周期を6ヶ月間へ短縮 

 

11月23日、国家工商行政管理総局より主催された記者会見において、国家工商行政管理総局が近日

に公布した《国家工商行政管理総局の商標登録の便利性改革の深化、商標登録効率の確実な向上に関

する意見》（以下、《意見》という）によると、2018年度末まで、商標登録の審査周期が8ヶ月から6ヶ月へと

商標審査の業務周期が更に短縮される見込み。 

 

商標登録出願件数の急増に向け、審査業務の周期を更に短縮させようとするために、同《意見》では、

2017年度末に商標登録出願の受理通知書の発行期間を3ヶ月から2ヶ月に、商標登録の審査周期を9ヶ

月から8ヶ月に短縮させるうえで、更に、2018年度末までに商標登録出願の受理通知書の発行期間を2ヶ

月から1ヶ月に、商標登録の審査周期を8ヶ月から6ヶ月に、商標権移転手続きの審査周期を6ヶ月から

4ヶ月に、商標変更、登録更新の審査周期を3ヶ月から2ヶ月に、商標検索空白期間を3ヶ月から2ヶ月に、

短縮させる見込み。 

 

国家工商行政管理総局商標局の党委員会書記、副局長の崔守東によると、すでに実施されている商標

の電子公告のもとで、更に2017年度末に商標初歩審査後の1週間以内に初歩審査報告書の発行を実現

させると出願から商標登録証明書の発行までの周期を全体として1～2ヶ月間短縮させるとともに、2019

年度中に商標に関する公共サービスに一貫した電子化システムの構築を完了させる見通し。 

 

情報筋によると、国家工商行政管理総局は異義申立の法的期限を3ヶ月から2ヶ月に、証拠の補充期

限を3ヶ月から2ヶ月に短縮させることで商標権の権利特定の周期を短縮させるように検討を進めている。 

 

統計によると、2016年度の全国の商標登録出願件数は369.1万件だった。2017年度で全国の商標登

録出願件数が500万件を超えると予測されている。2017年3月末時点の統計によると、全国の商標登録

の累計出願件数が2293.1万件、累計登録件数が1514.5万件、うち、有効登録件数が1293.7万件だっ

た。  

情報ソース：中国知的財産権資訊網   
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中国弁理士 岳 紅傑2 

 

要 約：本稿では、日本の「阻害要因」と中国の「技術的偏見」及び「逆の教示」との関係を簡単に検討した

上で、日本の「阻害要因」を中国の特許実務に適用する場合、認められない原因を分析して、得られる示

唆について、検討を行う。 

 

キーワード：阻害要因 技術的偏見 逆の教示 

 

はじめに 

 

日本の特許実務において、進歩性の主張において、副引用文献を主引用文献に適用することには阻害

要因があると主張することは、非常に有用である。しかし、「阻害要因」を中国の特許実務に適用する場合

は、それほど有用ではない場合がある。 

 

中国の特許実務における「技術的偏見」及び「逆の教示」は、日本の「阻害要因」に関連する概念であ

る。本稿では、これらの間にはどのような関係があるかについて、簡単な検討を行う。 

 

1．日本の進歩性判断における「阻害要因」 

 

表1に示すとおり、日本の「特許・実用新案審査基準」（以下は、「審査基準」と略称する）第 I I I部第2章

第2節の規定により、進歩性判断の論理付けを試みるとき、進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩

性が肯定される方向に働く要素とが存在する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 論理付けのための主な要素（日本）   

 日本の「阻害要因」と中国の「技術的偏見」及び「逆の教示」との関係について  

1白 銀環： 北京林達劉知識産権代理事務所   機械部  副部長  中国弁理士  
2岳 紅傑： 北京林達劉知識産権代理事務所   機械部  部長  中国弁理士 

       

           進歩性が否定される方向に働く要素                           進歩性が肯定される方向に働く要素 

●主引用発明に副引用発明を適用す 

   る動機付け 

（1）技術分野の関連性 

（2）課題の共通性 

（3）作用、機能の共通性  

（4）引用発明の内容中の示唆 

●主引用発明からの設計変更等 

●先行技術の単なる寄せ集め 

●有利な効果 

●阻害要因 
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阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。 

 

（ i）主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明、 

 

（ i i）主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明、 

 

（ i i i）主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明、 

 

（ iv）副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達

成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されて

おり、当業者が通常は適用を考えない副引用発明。 

 

また、日本の「審査基準」には、「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に

容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」と

の記載がある。 

 

2．中国の進歩性判断における「技術的偏見」及び「逆の教示」  
 

中国の「審査基準」では、日本の「審査基準」のように、進歩性判断の考慮要素を進歩性が肯定される

方向に働く要素と、進歩性が否定される方向に働く要素に分けていない。中国の「審査基準」に規定する

進歩性判断の考慮事項を上述の2つの要素に分けて、表2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 論理付けのための主な要素（中国）  

       

           進歩性が否定される方向に働く要素                           進歩性が肯定される方向に働く要素 
 
 

 
●相違点の自明性（3ステップ法）  

（1）相違点が技術常識である  

（2）相違点が 最も近い先 行技術 に関

連した技術的手段である。例えば、引

用例の他の部分におけるこの技術的

手 段の作 用は、特許 を請 求 する 発明

に お い て 改 め て 特 定 さ れ た 課 題 を 解

決するための当該相違点の作用と同

じものである。  

（3）相違点が別の引用例において開

示 さ れ て い る 技 術 的 手 段 で あ る。な

お、引 用 例 に お け る こ の 技 術 的 手 段

の 作 用 は、特 許 を 請 求 す る 発 明 に お

いて 改めて特 定され た課 題を解 決す

るための相違点の作用と同じものであ

●考慮すべき他の要素  

（1）発 明 は 人 々 が 長 期に 亘 っ て 解 決

を望んでも達成できなかった技術難題

を解決した  

（2）発明は技術偏見を克服した  

（3）発明は予想外の効果を取得した  

（4）発明は商業的成功を遂げた  
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2-1「技術的偏見」について 

 

表2に示すとおり、進歩性が肯定される方向に働く要素では、中国の「技術的偏見」は日本の「阻害要

因」と似たような概念である。 

 

中国の「審査基準」の規定により、「技術的偏見」とは、ある時期内、ある技術分野において、ある課題

に対して、一般に存在し、客観的事実から偏った技術者の認識をいう。この技術的偏見により、その他の

可能性に想到しないよう誘導され、当該技術分野の研究と開発が妨害される。 

 

このように、「技術的偏見」についての認定が厳しく、単にある人の認識またはある先行技術は「技術的

偏見」にならない。「技術的偏見」は当業界において一般的に存在する逆の認識であり、経験則の程度の

ものとはいえる [ 1 ]。 

 

2-2「逆の教示」について 

 

「逆 の 教 示」は「審 査 基 準」中 の「3 ス テ ッ プ

法」の、特許を請求する発明が当業者にとって

自明であるか否かを判断する第3ステップに関

連している。「審査基準」では、「判断の過程で

決定しなければならないのは、先行技術の全体

に何らかの示唆が存在するか否か、即ち、先行

技術において相違点を最も近い先行技術に適

用してそこに存在している課題を解決する示唆

が与えられているか否かである。このような示

唆は、当業者が上記課題に直面したとき、当該

最も近い先行技術を改良して特許を請求する

発明を取得できる動機となるものである。」と規定されている。 

 

つまり、「逆の教示」から主張することにより、当業者は最も近い先行技術を改良して請求項に係る発明

を得る動機付けがないと主張することができる。 

 

「逆の教示」の判断方法及び判断基準については、「特許法」、「特許法実施細則」及び「審査基準」に

明確に規定されていないため、人によって認識や判断基準が異なっている。具体的には、①当業者の技

術に対する認識レベル、②先行技術の全体にはどのような示唆があるか、という2つの抽象的な概念に左

右されている。 

 

当業者の技術レベルや先行技術全体の示唆を厳しい基準で評価する場合、一般的に言えば、当業者

が比較的高い技術レベルを持つと認定し、かつ先行技術の全体を総合的に考慮してその示唆を判断する

とき、「逆の教示」の判断基準と「技術的偏見」の判断基準は同じになる傾向がある。 

 

3．「阻害要因」と「技術的偏見」及び「逆の教示」との関係 
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中国の進歩性の審査において、日本「審査基準」の「阻害要因」の例（ i）～（ iv）が認められるかどうか

は、審査官の「当業者の技術レベル」及び「先行技術全体の示唆」に対する判断基準によって影響を受け

ている。 

 

具体的には、審査官は主引用文献のみに基づき、先行技術の示唆を認定し、かつ「当業者は主引用文

献の示唆のみを参照する」と判断する場合、上述の主張（ i）～（ iv）が「逆の教示」となっているため、主張

（ i）～（ iv）を認める可能性がある。 

 

しかし、審査官は主引用文献を含む先行技術の全体に基づいて、先行技術の示唆を認定し、かつ「あ

る先行技術文献には、ある手段に欠点があると記載されているが、当業者は他の先行技術を総合的に考

慮して、当該手段が当業界の慣用手段であると確認できれば、先行技術全体には、当業者が当該手段を

断念する一般的な認識及び教示が存在しないと認定する。したがって、当業者が解決しょうとする課題に

直面する際に、単に先行技術に記載された欠点だけは当該手段への逆の教示、または阻害要因にならな

い [ 2 ]。」と考える場合、上記主張（ i）～（ iv）を認めない。 

 

後者の場合、「当業者の技術レベル」及び「先行技術全体の示唆」に対して、厳しい判断基準を採用し

ているため、「逆の教示」の判断基準と「技術的偏見」の判断基準は同じになる傾向がある。 

 

実際、上述の判断基準と、日本「審査基準」の「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項

に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否

定される」という規定は、共通性がある。 

 

4．中国特許実務において上記主張（ i i i）が否定される事例（事例1） 

 

無効審判請求の審決番号：KS25237 
 

事例1の係争特許は、生理学的に許容できるCRM197担体タンパク質を含む多価免疫原性組成物に

関するものである。請求人が提出した証拠1には、肺炎球菌免疫原性組成物が開示されている。係争請

求項1と証拠1との相違点は、係争特許がCRM197を用いるのに対して、証拠1がPDタンパク質を用い、

両者の担体タンパク質が異なる点にある。証拠1の背景技術部分には、「一般に用いられる免疫原性組

成物の担体の例としては、CRM197タンパク質･･･等が挙げられる。これらの担体は、例えば、エピトープ

抑制が生じる等の欠点を有する」ことが記載されている。 

 

特許権者は、「証拠1には、CRM197タンパク質が欠点を有すると記載されているため、CRM197タン

パク質の使用を回避することが教示されている。当業界では、当該担体を使用することには阻害要因が

ある。したがって、証拠1の担体を変更する動機付けがない。」と主張した。それは、日本の審査基準の阻

害要因に関する規定において例示された（ i i i）の場合に該当する。 

 

無 効 審 決 に て、合 議 体 は、「他 の 証 拠 2 ～ 4（詳 細 な 説 明 を 省 略）の 記 載 を 総 合 的 に 考 慮 し て、

CRM197は当業界の一般的な担体である。当業者はエピトープ抑制の発生機構に基づいて、この種のワ

クチンを受けていない人に対して、一般的な担体では、エピトープ抑制が生じることなく、抗多糖の免疫応
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答 を 誘 導 す る こ と が で き る と 予 期 し 得 る。証 拠 1 の CRM197 の 欠 点 に 関 す る 記 載 だ け で は、当 業 者 に

CRM197を肺炎球菌ワクチンのための担体とすることができ

ないという一般的な認識を形成させるのに十分ではない。即

ち、証拠1に記載のCRM197タンパク質の欠点は、一般的な

阻 害 要 因 に な ら な い。当 業 者 は 先 行 技 術 の 全 体 か ら、

CRM197タンパク質が当業界の一般的な担体であることが

理解できる。従来の慣用される担体タンパク質が数種のみ

で、当業者がその技術分野において、既知の選択を探るの

は当然である。このような探索が所望の成功をもたらしたな

らば、それはイノベーションによる結果ではなく、設計的事項

に過ぎない。また、特許権者が強調した、証拠1に開示され

たCRM197担体タンパク質自体の欠点について、本特許に使

用されるCRM197タンパク質も上記欠点を有し、発明が予想外の

効果を奏しているとの証拠がない。」との見解を示した。 

 

合議体は、証拠1に記載の「阻害要因」が「逆の教示」または「技術的偏見」になるかを判断するとき、証

拠1には相違点の適用を排斥する記載があるか否かを判断するのではなく、当業者が先行技術の全体か

らどのような示唆を得るかを考慮し、「他の証拠の記載に基づき、証拠1に記載のCRM197タンパク質の

欠点は阻害要因にならない。当業者は免疫組成物の担体としてCRM197タンパク質の使用を回避するこ

とがない」と認定した。 

 

5．事例1の判断基準を日本審査基準のある事例（事例2）に適用 

 

日本の「審査基準」では、阻害要因の上記（ i i i）の例として、下記の事例2が挙げられている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例2： 

【主引用発明】 

液冷媒が通る通路と、気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構とを固定す

るために、かしめ固定による連結という手法を採用した温度式膨張弁。 

（主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として、螺着の場合には、雄ねじの形成

にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になること

を挙げ、その課題を解決するために、かしめ固定という方法を採用したと記載されている。） 

【副引用発明】 

二つの部材を固定するために、ねじ結合による螺着という手法を採用した圧力制御弁。 

（説明） 

主引用発明は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発明に、副引用

発明のねじ結合による螺着という技術を適用することには、阻害要因がある。 
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事例2について、上記事例1の判断基準を使用する場合、進歩性が否定される結論を得る可能性があ

る。例えば、「先行技術の記載を総合的に考慮して、螺着方法は当業界の一般的な接合方法である。当業

者は螺着の原理に基づいて、他の面においてもかかる効果が得られると予期し得る。主引用発明の螺着

の欠点に関する記載だけでは、当業者に螺着が弁の連結に適用できないという一般的な認識を形成させ

るのに十分ではない。即ち、主引用発明に記載の螺着の欠点は、一般的な阻害要因にならない。当業者

は先行技術の全体から、螺着が当業界の一般的な連結手段であることが理解できる。従来の慣用される

連結手段が数種のみで、当業者がその技術分野において、既知の選択を探るのは当然である。このよう

な探索が所望の成功をもたらしたならば、それはイノベーションによる結果ではなく、設計的事項に過ぎな

い。また、主引用文献に開示された螺着の欠点について、当該発明に使用される螺着も上記欠点を有し、

発明が予想外の効果を奏しているとの証拠がない。」と判断することができる。 

 

中国の審査実務において、事例1のような厳しい判断基準を採用する場合、上記（ i i i）の主張は認めら

れない可能性がある。 

 

 なお、上記（ i）～（ i i）、（ iv）の場合も類似するので、ここでは検討を省略する。 

 

6．事例1及び事例2からの検討 

 

審査官は事例1及び事例2のような判断基準を採用するとき、下記のように対応することが考えられる。

つまり、①審査官が認定した先行技術の示唆が正しくないと証明することと、②相違点が発明において予

想外の効果を取得できると証明することである。 

 

審査官は事例1の判断基準で進歩性を評価するとき、最も近い先行技術（日本の主引用発明に相当）の

開示内容を拡張し、主観的な判断を加えて先行技術の示唆を認定することが多く、主観的な判断につい

て、かかる証拠を一々示すことがない。ここで、審査官が認定した先行技術の示唆と先行技術の客観的に

存在する示唆の間は、疑問される余地がある。 

 

したがって、証拠を提示して、審査官の拡張した認定が妥当ではないと証明することにより、進歩性を主

張することができる。 

 

一方、審査官の認定が正しいとしても、相違点が発明において先行技術の示唆と全く異なる作用効果

（予想外の効果）を取得できると証明することにより、進歩性を主張することができる。 

 

後の審査において、予想外の効果の主張に資するため、明細書を作成するとき、詳細な効果を記載す

る必要があり、具体的な構成要件に応じて、かかる効果を記載し、大まかな表現を避ける必要があると考

えられる。 

 

また、無効審判請求段階において、証拠を準備するとき、対象特許の構成についての記載があり、阻害

要因の記載もある証拠について、使用をやめるのではなく、他の証拠と組み合わせて、「当該阻害要因は

一般的な技術困難性にならない。当業者は、先行技術の全体から、対象特許の構成が設計的事項である

ことが把握できる」と証明することができる。 
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  ( 今 回 のIPNEWSに掲載している写真は、弊所のリンダが撮影したものです。)   
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7．結び 

 

上述により、中国の「技術的偏見」及び「逆の教示」は日本の「阻害要因」に関連する概念である。 

 

中国の進歩性の審査において、日本「審査基

準」の「阻害要因」の 例（ i）～（ iv）が認められる

か ど う か は、審 査 官 の「当 業 者 の 技 術 レ ベ ル」

及び「先行技術全体の示唆」に対する判断基準

によって影響を受けている。 

 

審査官は「技術的偏見」のような基準により、

例（ i）～（ iv）の理由が成立しないと判断する場

合、審 査 官 が 拡 張 し て 認 定 し た 先 行 技 術 の 示

唆が正しくないと証明することと、相違点が発明

において予想外の効果を取得できると証明する

ことが考えられる。 

 

また、明細書を作成するとき、詳細な効果を記載することは、後の進歩性主張に寄与できる。そして、無効審判請

求段階において、証拠を準備するとき、対象特許の構成についての記載があり、阻害要因の記載もある証拠につい

て、他の証拠と組み合わせて、「当該阻害要因は一般的な技術困難性にならない」と証明することができ、必要に応

じて、このような証拠を活かすことができる。 
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